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さる5月7日、下手綱の高萩市森林公園（お手まき会場記念の森北側）で、植樹祭が行

われました。

この柿樹祭には、 日立、北茨城市、十王町などから関係者約100名と、緑を愛する少年

隊40名が参加し、ウメモドキ30本、ヤマツヅジ50本の苗木を植え付けました。

この森林公園には、 このほか、ハギやサークラ、ウメなどが植栽されており 、来春には、

花がいつぱいに公園を色どることでしょう。

森
林
公
園
で
植
樹
祭
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一人口の動き－

5月1日現在

Pk 口 31,770

15 ， 547日ゴ
フコ

女 16， 223

比 帯 8 ，864

前月比

(＋56）

(＋38）

(＋18）

(＋52）

＝

に
り 卜
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茨城放送「高萩市政だより」は毎週日曜日、午前9時20分から。テレホンサービス「市政案内」は(3) 1151 . 1152です。



認識蕊
国民審査も同時に

蕊
錘

拓
輻
弱
齢蕊

蕊磯
次
の
ｅ
か
ら
⑤
に
該
当
す
る
人
で
、

欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
人
で
す
。

ｅ
昭
和
五
十
五
年
六
月
二
十
二
日
で
満

二
十
歳
以
上
（
昭
和
三
十
五
年
六
月
二

十
三
日
以
前
に
出
生
し
た
人
）
の
日
本

国
民
◎
昭
和
五
十
五
年
二
月
二
十
八
日
以
前

か
ら
引
き
続
き
高
萩
巾
の
区
域
に
住
所

が
あ
っ
て
、
同
日
以
前
か
ら
高
萩
市
の

住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

⑤
高
萩
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
人
で
、
他
の
市
町
村
へ
転
出
し

六
月
二
十
二
日
で
四
か
月
を
経
過
し
な

い
人
（
ほ
か
の
市
一
）
ぬ
選
挙
人
名
簿

投
票
は
三
回
に
分
け
て

投
票
用
紙
は
色
刷
り り

…寧準…

懇
懇
澱
《
簿
灘
密
篭
癖

き
る
人 営蕊

罐…識燕鍵遥鍛鑪

煮謹
初
め
に
衆
議
院
議
員
選
挙
と
国
民
審

査
の
投
票
を
同
時
に
行
い
ま
す
。

次
に
参
議
院
議
員
地
方
区
選
挙
の
投

票
を
し
て
、
最
後
に
参
議
院
議
員
全
国

区
選
挙
の
投
票
を
行
い
ま
す
。

最
初
に
衆
議
院
議
員
選
挙
と
国
民
審

査
の
投
票
用
紙
を
同
時
に
お
渡
し
し
ま

す
。
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
は
、
地
方

区
を
先
に
お
渡
し
し
て
投
票
を
済
ま
せ

に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
を
除
く
ｃ
）

投
票
用
紙
の交
付

投
票
の
順
序

’
十
日
に
公
示
さ
れ
ま
し
た
。
投
票
は
、
六
月
二
十
二
日
で
、
最
高

批
判
所
栽
判
官
国
民
審
査
も
同
時
に
行
わ
れ
ま
す

さ
れ
た
議
員
の
征
期
満
了
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で

は
、
昭
和
四
十
九
年
七
月
七
日
に
拝

で
、
六
月
一

衆
議
院
議
員
選
挙
は
、
さ
る
五
月
十
九
日
の
解
散
に
よ
る
も
の

日
に
公
示
さ
れ
ま
し
た
。
ま
《

に

は

た
後
に
、
全
国
区
の
投
票
用
紙
を
お
渡

‐
し
’
し
斗
主
↑
９
。

・
立
候
補
者
の
氏
名
掲
示

投
票
用
紙
の
地
色
と
同
色
の
用
紙

に
各
立
候
補
者
の
氏
名
を
掲
示
し
ま

一
。冠
投
）
は
３
つ
用
音
営
｜
れ
て
い
ま

・
衆
議
院
議
員
選
挙
薄
い
水
色
の

用
紙
に
黒
色
で
印
刷

・
国
民
審
査
薄
い
緑
色
の
用
紙
に

黒
色
印
刷

・
参
議
院
議
員
地
方
区
選
挙

薄
い
黄
色
の
用
紙
に
黒
色
で
印

刷

・
参
議
院
議
員
全
国
区
選
挙

白
色
の
用
紙
に
赤
色
で
印
刷

投
票
用
紙
は
色
分
け

わ
れ
た
選
挙
に
よ
っ
て
選
出

参
議
院
議
員
選
挙

息
を

刈
回
Ⅱ
一
二

P

午
前
７
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で
で
す

が
、
若
栗
・
横
川
・
下
君
田
・
上
君
田

・
大
能
・
中
戸
川
．
お
よ
び
福
平
の
七
投

票
区
の
投
票
所
は
午
前
七
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で
で
す
。

六
月
二
十
二
日
不
在
と
な
る
人
は
、

投
票
は
原
則
と
し
て
投
票
日
の
当
日
、

投
票
所
へ
行
っ
て
投
票
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
次
の
事
由
の
一
つ
に

該
当
す
る
人
は
公
示
日
（
衆
議
院
議
員

選
挙
は
六
月
二
日
、
参
議
院
議
員
選
、
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衆議院議員の立会演説会

i と き ： 6月18日 午後7時

』 ところ：高萩市文化会館

I 衆議院議員の立会演説会か開催されます。候補者！

｝の主義、主張を聞きましょう。

； 立会演説会は、 イl炎補者の主義、主張を発表し、有i

；権者のみなさんの判断に役立たせる大事なものです。 i

｝ この機会に候補者の主義、主推を良く聞いて良い人》

I を選んでください。
L .口 － 4ヴ ー qg ご■ . …､ごﾛ一､ﾛ 贈一ハ〆=△ 一串 - , , 一 ､. F L〆､三 =・鍔一 旦㎡ ﾛｰ ｡‐ ﾛ司 ､" － . ､ － ､F ヂｰﾍ ｰﾆﾛ q・ 弄 可狸 ･ﾛ ､ロ ー 4ﾛ ｰL =.ま一串 ･〆－－ 串ロケ 』

丁
の
で
係
の
指
示
に
従
っ
て
、
ま
ち
が

い
の
な
い
よ
う
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

不
在
者
の
投
票
は

投
票
の
時
間

(2)



6月22日
７

．

Ｖ

，

‐

恥
Ⅲ １

衆議儲議鐵謹
』

1

最高裁判所裁半|｣官の
、
挙
は
五
月
一
二
十
Ｆ
》
判
官
国
民
審

査
六
月
十
二
日
）
か
ら
投
票
日
の
前
日

（
六
月
二
十
一
日
）
ま
で
の
毎
日
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
も
で
き
ま
す
。
）
、
午
前

八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
例

外
と
し
て
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

ｅ
投
票
区
域
外
で
職
務
ま
た
は
業
務
に

従
業
中
で
あ
る
人

ｅ
や
む
を
得
な
い
用
務
ま
た
は
事
故
の

た
め
、
商
萩
市
外
に
旅
行
ま
た
は
滞
在

癖蛙壗宅司ゴイ 群

…
選挙をきれいにする|こは、お金や

物、義理や人'冑に惑わされないこ

とが大切です。

ところが現実はどうでしょうか、

残念ながら、まだまだだといわ

ざるを得ません。

そこで、候補言はもちろん、私た

開票は翌日開票

今回の選挙の開票は、投票巳翌日（23日）の午前

8時から高萩市民体育館で行われます。開票の順序

は、衆議院議員、参議院議員地方区、参議院議員全

国区、そして、最高裁判所裁判官国民雷苣の順で開

票がすすめられます。

中
の
人

ｅ
疾
病
ま
た
は
出
産
の
た
め
、
投
票
日

当
日
入
院
予
定
に
あ
る
人

⑲
十
王
町
以
外
の
市
町
村
へ
転
出
し
、

六
月
二
十
二
日
現
在
で
四
か
月
を
経
過

し
て
い
な
い
人
（
他
の
市
町
村
の
遊
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
を
除
く
）

◎
投
票
の
場
所

高
萩
市
役
所
小
会
議
室
（
３
略
）
ま
た
は

滞
亦
す
る
市
町
村
の
選
挙
笹
哩
委
員
会

な
進

投票所の案内

票の場 ’ﾘ↑
｜
古
向
古
向

投 票所- j' #'し』又

所萩輔 ' i''ｻ ポり< 11｣.役
萩輔 2 1輔一幼榊|堂’
' ' 八竺』

禾火 鯏 3rr'~ 'ﾘI 1H
Ｊ
■
１
１

皇
リ
ム
室

一
・
割
“
阜
』

〃
川
唖
イ

同
高
言
駒
安

恢第 4 束小 ′jJ: 校
〒了貢

' '1,.

５
服
川
沌
椚
山
下

缶粥

一
通
１
弘
汽

‐
羽
刈
‐
鍜
脈
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｊ

階
牌
ハ

４
イ
不
利高
駒
安
一
石
川

仙
秋

{','i浜集会

駒木原柴会所

安良川公民館

ｲ,沌公1t館

|,'』椚公It館

秋L| |小学校

杁|｣ I |ﾏ公雌館

山手公lt"

◎
持
参
十
》
の

印
鑑
、
入
場
券
（
入
場
券
が
届
い
て
い

な
い
場
合
で
も
で
き
ま
す
。
）

不
在
者
投
票
指
定
病
院
な
ど
に
入
院

し
て
い
る
人
も

高
萩
市
内
の
脂
定
病
院
（
高
萩
協
同
病

院
・
博
順
会
高
萩
柄
院
）
に
入
院
し
て

い
る
人
で
、
歩
行
附
雌
な
人
は
病
院
便

に
不
在
者
投
票
の
請
求
を
し
て
、
病
院

内
で
不
和
肴
投
票
が
で
き
ま
す
。
市
外

の
指
定
病
院
な
ど
に
入
院
し
て
い
る
人

は
、
揃
院
長
な
ど
に
請
求
す
れ
ば
不
在

者
投
票
が
で
き
ま
す
。

在
宅
郵
便
投
票
の
請
求
期
限
は
六
月

十
八
日
で
す

身
体
障
害
者
で
、
郵
便
投
票
証
明
書

の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
は
、
投
票
日

の
前
四
日
（
六
月
十
八
日
）
ま
で
に
高
萩

市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
投
票
用
紙
の
請

求
を
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
請
求
は
六
月
十
八
日
の
午
後
五
時

川
l讐

汀'．
’'二1 1

〃
｜
眼 菊
南 南

IVi雌宅

公l(と鮪公正蝿

｣･也

MI I糺l1

2 北ボⅡ公民館

3 111 口公民節

制下手糸'1公民館

北ボⅡ公民館

|乳1 口公民館

ｔ
ｌ
ｔ

ｔ

Ｆ

手綱第

手棡第

手綱節

手
ま
で
に
高
萩
市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
提

出
さ
れ
ま
せ
ん
と
投
票
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
早
め
に
投
票
用
紙
の
請
求
を
済
ま

せ
士
季
－
」
よ
、
っ
ノ
。

○
下
君
田
投
票
区
・
上
君
田
投
票
区

下
君
田
小
学
校
と
上
君
田
小
学
校
が

統
合
さ
れ
た
た
め
に
、
今
ま
で
の
場
所

（
建
物
）
と
同
じ
で
す
が
、
名
称
が
そ

れ
ぞ
れ
一

元
下
君
田
小
学
校
」
「
元
上

君
田
小
学
校
」
と
変
更
に
な
り
ま
す
。

○
大
能
投
票
区

建
築
中
で
あ
り
ま
し
た
「
生
活
改
善

セ
ン
タ
ー
」
が
完
成
し
ま
し
た
の
で
、

今
回
の
選
挙
か
ら
「
大
能
生
活
改
善
セ

ン
タ
ー

が
投
票
所
と
な
り
ま
す
。

高戸公lt館
行人塚集会所

"1《浜田岡部市センター
若栗公民館
枇川小学校

元下君川小学校

投
票
所
名
の
変
更

舗
一
節

１
’
２
｜
浜

局
一
一
局
聿
亦

戸
二
Ｐ

投
票
所
の
変
更

｜
若
一
検
査
下
一
上
一
大
口
中

栗

l l l

IH

田

罷

君
君 元上君田小学校

大能生橘改善七

中戸川公氏館

｜

’
ンター

戸 1 1 1
I
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地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
っ
て

本
市
の
市
税
条
例
の
一
部
が
改
正
に
な

り
ま
し
た
。
一
部
を
除
い
て
四
月
一
日

か
ら
適
用
と
な
り
、
主
な
改
正
点
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

個
人
の
市
民
税

▽
個
人
の
均
等
割
に
つ
い
て
均
等
割
の

み
を
課
税
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
均
等

割
を
課
税
さ
れ
な
い
者
の
所
得
金
額

の
限
度
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

市税条例の

得
者
の
標
準
世
帯
の
場
合

一
八
万
円
×
四
人
Ⅱ
七
二
万
円
の

所
得
金
額
以
下
と
な
り
、
五
四
年
中

の
所
得
金
額
が
標
準
世
帯
の
場
合
、

七
二
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
均
等
割
は
、

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽
所
得
控
除
の
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。
所
得
控
除
の
改
正
は
表
１
の

と
お
り
で
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者

の
遇
人
扶
養
親
族
（
七
○
歳
以
上
）

が
、
納
税
義
務
者
、
ま
た
は
そ
の
配
隅

者
の
直
系
尊
属
（
親
、
あ
る
い
は
州
父

母
な
ど
）
で
、
納
税
義
務
者
、
ま
た

は
、
配
偶
者
の
い
ず
れ
か
と
の
同
川

を
し
て
い
る
場
合
は
、
新
た
に
創
設

さ
れ
た
側
居
老
親
等
扶
養
控
除
（
二

六
万
円
）
の
通
用
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
夫
婦
、
子
供
二
人
の
楪
雌
世

所得控除表1 列

今
月
の
納

一
六
万
円
か
ら
一
八
万
円
に

．
：
：
夫
婦
、
子
供
二
人
の
給
与
所

收正現行

除22万' '1 21万' 1 l

除 22万円 21 〃円

除 22万111 20万l 'l

除 23万円 21万円

一

市
県
民

基
一
乢
一
扶

〉

礎控

偶者控

養搾

、扶養恩

､割居老糊等扶養控除 26万円 (fil1設）

第
一
期
で
す

表2 障害者控除等

は
硬 孟孑｢現行

障 茎
1コ 19万. | [］

21万円

19万l リ

控除

者控除

・ 控除

確 除

生控除

除 ’ 21万円笙
口

特別|造

と年

寡 好

勤労E

寸澤市三
１両″乳

23万円圭
口
｜
聿
白

帯
の
給
与
所
得
者
の
課
税
最
低
限
は
、

現
行
一
四
九
万
円
か
ら
一
五
八
万
四

千
円
で
、
九
万
四
千
円
の
引
き
上

げ
と
な
り
、
五
十
四
年
中
の
収
入
金

額
が
一
五
八
万
四
千
円
以
下
の
場
合

に
は
、
所
得
割
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽
障
害
者
控
除
な
ど
の
各
種
控
除
の
額
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
（
表
２
参
照
）

▽
個
人
の
均
等
割
の
標
準
税
率
が
引
き

二
・Ｊ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

七
百
円
か
ら
一
千
門
に

（
県
民
税
は
三
百
円
か
ら
五
百
円
に
）

し
た
が
っ
て
、
市
県
民
税
は
、
年
額

一
Ｔ
五
百
円
と
な
り
ま
す
。

▽
個
人
の
所
得
剤
の
税
率
適
用
区
分
が

改
め
ら
れ
ま
し
た
。
表
３
の
と
お
り

今
ま
で
の
最
高
税
率
の
適
用
対
象
で

あ
っ
た
五
千
万
円
超
え
を
四
千
九
百

万
円
超
え
と
し
、
以
下
順
次
税
率
適

用
区
分
が
圧
縮
さ
れ
ま
し
た
。

21万円

21万円

21万円

19ﾉJ ｢11

19万円

表3 市民税所得割の税率適用区分

税率 現改 正

30万円以下の金額

30万円を超える金額

45万円 〃

1~］

30 〃|]]以ドの金額％
％
２
３ 30〃円を超える金細

50万|]] "4％

5％

6％

7％

／

＠

1誘万

80万| 1

110万円

150万円

250万円

70万円 〃

川
さ
る
五
月
六
日
、
五
十
五
年
第
二

川
回
市
議
会
臨
時
会
が
開
か
れ
、
五
月

Ⅲ
十
日
で
任
期
満
了
と
な
る
収
入
役
の

川
選
任
を
求
め
、
現
収
入
役
の
岩
本
義

川
文
（
印
歳
）
氏
を
再
び
収
入
役
に
進

Ⅱ

’

’

一

三

三

三

一

一

三

一

三

一一

一
三

三

三

三

一一一

一
三

三
一
一

一
三
一

三

三

三

一

三

一
一
三

な
お
、
分
離
課
税
（
退
職
手
当
等
）

に
係
る
所
得
割
に
つ
い
て
は
、
五
十

六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

▽
土
地
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例

仙
人
の
市
民
税
に
つ
い
て
五
十
五
年

度
ま
で
は
、

１
課
税
長
期
淡
渡
所
僻
金
額
が
、

100万円

130万円

230万円

370万円

″
｜
Ⅱ

〃

400ﾉﾌﾞ円

600万|リ

1，㈹0万円

2,000万円

3,000万円

5､000万円

570万円10% 570万円

11％ 950カ円

12% 1,900万｢']

13% 2,900 ノ] 円

14% 4,900万111

藻
墨ノ″

一
″

収
入
役
に

岩
本
義
文
氏
が
再
任

任
す
る
こ
と
で
議
会
の
同
意
を
得
ま

し
た
。収
入
役
の
岩
本
義
文
氏
は
、
さ
る

五
十
一
年
五
月
十
一
日
付
で
収
入
役

と
な
り
今
度
が
二
期
目
で
す
。

二
千
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
は
、

四
％
の
比
例
課
税
（
県
民
税
は
２
％
）

２
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
が
、

二
千
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、

二
千
万
円
超
え
川
分
の
三
総
合
課

税
と
す
る
こ
と
を

今
回
の
改
正
に
よ
っ
て

１
四
千
万
以
下
で
あ
る
場
介
は
、

四
％
の
比
例
課
税
（
県
民
税
は
２
％
）

２
四
千
万
円
超
え
八
千
万
円
ま
で

の
二
分
の
一
総
合
課
税
“
八
千
万

円
超
え
が
四
分
の
三
総
合
課
税
と

な
り
税
の
緩
和
が
図
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
改
正
後
の
適
用
は
、
五
十
六
年

四
月
一
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
長
期
、
短
期
の
課
税
の
特
例

期
限
（
五
十
五
年
十
二
月
末
）
の
定
め

が
廃
止
さ
れ
、
当
分
の
間
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
地
方
税
法
の
一
部
改
正
や
税

に
つ
い
て
の
く
わ
し
い
こ
と
は
、
税
務

課
（
電
ヨ
一
二
一
一
内
線
二
二
～

５
月
６
日
の
臨
時
議
会
で

五
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

(4)
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発
展
に
貢
献
さ
れ
た
と
し
て
勲
四
等
旭
科
、
農
業
科
な
ど
学
校
環
境
の
整
備
を
田
村
義
公
（
よ
し
き
み
）
さ
ん
（
帥
あ
た
る
体
制
を
整
え
、
毎
月
十
五
日
に

日
小
綬
章
を
受
け
ま
し
た
。
図
り
、
ま
た
、
県
の
高
校
綿
成
蒋
議
会
版
）
Ⅱ
赤
浜
九
八
三
Ⅱ
は
、
社
会
冊
祉
に
は
、
慰
霊
碑
の
清
掃
と
参
拝
が
行
わ
れ

関
根
さ
ん
は
、
昭
和
四
年
三
月
に
茨
委
員
、
国
研
研
究
会
会
長
と
し
て
、
地
献
身
的
に
努
力
さ
れ
た
と
し
て
勲
五
等
る
よ
う
に
な
り
、
一
般
巾
民
も
参
拝
す

城
県
師
範
学
校
を
卒
業
後
、
松
原
尋
常
域
の
発
展
と
、
県
の
高
校
配
置
な
ど
に
双
光
旭
日
章
を
受
け
ま
し
た
。
る
な
ど
、
現
在
も
遺
族
会
長
と
し
て
、

高
等
小
学
校
（
現
高
萩
小
）
の
訓
導
と
寄
与
さ
れ
た
。
田
村
さ
ん
は
、
大
正
十
年
四
月
か
ら
十
七
年
の
永
き
に
わ
た
り
活
躍
さ
れ
て

な
っ
て
以
来
、
昭
扣
四
十
八
年
三
月
ま
そ
の
後
、
日
立
一
高
、
下
斐
一
商
の
昭
祁
三
十
一
年
三
川
ま
で
の
三
十
五
年
い
る
。

：
：
迂
錘
霊
麺
ん
年
二
か
月
間
勤
め
、
高
校
教
育
に
言
〈
献

熊
菫
蝉
誌

校
の
在
任
中
、
二
十
七
年
五
月
に
数
頭
、

関
根
七
郎
さ
ん
（
刈
歳
）
Ⅱ
東
本
川
さ
ら
に
、
三
卜
五
年
四
月
に
校
催
と
な

四
の
六
三
Ⅱ
は
、
学
校
教
育
の
振
興
と
り
、
こ
の
間
、
図
書
館
の
建
築
、
家
庭

春
の
叙
勲

く
、
昭
和
二
十
三
年
Ⅲ
月
に
県
立
日
立
を
入
れ
る
な
ど
大
き
な
業
績
を
残
さ
れ
年
十
一
月
ま
で
の
三
十
年
間
、
福
祉
行

教
育
の
発
展
に
尽
力

工
業
高
校
の
数
愉
と
な
っ
て
以
来
、
日
た
。
政
に
尽
力
さ
れ
た
。

露
登
記
途
切
／
罫
篭
雛
鐡
窪
駐
福
祉
に
貢
献

ま
た
、
そ
の
間
、
昭
和
二
十
一
年
以

米
、
戦
没
者
の
遺
族
の
福
祉
を
高
め
る

お
め
で
と
う

モニターのみなさんです

○…経済企画庁

物価モニター…○

物価モニターとは、生活関

連物資の価格、サービス料金

の調査などを行います。

モニターは、安島富美子さん＝

鍔

安島さん

(上手綱1426 そ
の
間
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
に
は
、
の
洲
埋
室
食
堂
を
完
成
さ
せ
る
な
ど
、
月
に
民
生
・
児
童
委
員
と
な
り
、
生
活

広
咄
文
理
大
を
卒
業
し
て
い
る
．
教
育
の
発
展
と
環
境
軽
傭
に
蛾
善
の
努
困
窮
者
の
自
立
更
生
や
、
児
童
問
題
に

と
く
に
、
高
等
学
校
の
教
育
歴
は
永
力
を
傾
け
た
反
面
、
学
力
増
進
に
も
力
献
身
的
な
努
力
を
傾
け
、
昭
和
五
十
一

て
の
四
十
一
年
一
力
”
厚
小
・
中
、
校
長
を
経
太
田
一
高
で
は
プ
ー
ル
間
小
亨
校
の
教
育
行
政
に
尽
力

高
等
学
校
の
教
育
に
尽
力
さ
れ
た
。
の
建
設
や
、
定
時
制
の
完
全
給
食
へ
さ
れ
、
そ
の
間
、
昭
和
二
十
一
年
‐
十
二

＝電話③0183c

○…通商産業省消費

生活改 視員…○

消費生活改善監視員とは、

一般消費者からの商品、サー

ビスなどの舌I|冑の相談受け付大高さん

けをします。

モニターは、大高美由紀さん＝(大和町2のg)

＝電話②4152

なお、大高さんは、茨城県>肖費生活モニタに

もなっています◎

○…茨城県消費

生活モニター…○ 二 勲五等受章の

田村さん山田さん
消費生活モニタとは、市

内で生鮮、食料品を販売して

いる小売店やスーパ百貨店

など小売段階の店舗調査をし

ます。

モニターは、山田ケサエさ

ん＝（島名2253の72）＝電話

②5387･篠田ツタさん＝（安

良川2042）＝電話α751．今

橋l l目子さん＝(有明町3の64）

電話③0239．監視員の大高さ

た米
ヅ） 、ま

た
、
昭
和
三
十
七
年
八
月
に
遺
族

会
長
と
な
り
、
市
に
例
き
か
け
て
戦
没

肴
慰
霊
碑
の
建
立
を
な
し
と
げ
、
そ
の

維
持
管
理
に
は
、
遺
族
会
の
婦
人
部
が

さ
れ
た

蕊〆
篠田さん

ま
ち
の
遺
族
会
の
結
成
に
努
力

んの4人。 今橋さん

○…茨城県政

モニター･ ･ ･○

三

○
高
萩
駅
前
通
り
商
店
会

』
父
通
遺
児
へ

五
五
、
○
四
○
円

○
沼
田
ヨ
シ
さ
ん
Ⅱ
若
栗

社
会
幅
祉
へ

一
○
、
○
○
○
円

さ
ら
に
、
昭
和
三
十
七
年
に
県
の
遺

族
連
合
会
理
事
と
し
て
現
在
も
活
躍
し

て
い
る
。

昭
和
四
十
六
年
か
ら
二
年
間
、
日
本

遺
族
会
の
評
議
貝
に
な
る
な
ど
、
個
人

の
人
柄
の
よ
さ
と
、
細
心
の
努
力
に
よ

っ
て
辿
族
会
の
発
展
迎
営
に
尽
力
さ
れ

て
い
る
。

生
堆
旬

偲
帆

善
意
あ
り
が
と
う

県政モニターは、県民と県

政の橋渡しをする役割で、県

の施策に対する意見や要望な安東さん

どを提言します。

モニタは、安東義傳さん＝（本町3の53）＝

電話②2()34･
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